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研究成果の概要： 
 本研究は、映像コンテンツ産業における NPO（非営利組織）と、NPO・行政・企業・住民
の複数利害関係者の参加による PPP（公民協働事業体）及びその支援機関にかかる、権利・契
約管理及び関連する振興政策と協働経営、そしてこれらの評価システムについて、産業ビジネ
ス観・文化芸術観・社会エンパワメント観という３つの世界観及びそれらの調和バランスとを
関係づけながら、理論と実証の両面から総合的多角的に解明する国際比較研究として行ったも
のである。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 1,900,000 570,000 2,470,000 

2008 年度 1,600,000 480,000 2,080,000 

年度  

年度  

  年度  

総 計 3,500,000 1,050,000 4,550,000 

研究分野：時限 
科研費の分科・細目：知的財産マネジメント 
キーワード：(1)権利管理;(2)協働経営;(3)振興政策;(4)映像コンテンツ; 
      (5)アニメ・マンガ・ゲーム;(6)国際比較;(7)ライセンス;(8)メディアデザイン                    
 
１．研究開始当初の背景 
 
 世界各国、とりわけわが国において、持続
可能な映像コンテンツ産業の権利処理ルー
ル構築のためには次のような諸点が要請さ
れている。第１に、産業ビジネス観・文化芸
術観・社会エンパワメント観という３つの重
層的な世界観とその調和バランスを基にし
て、企画・制作・流通・公開・利用・活用と
いうバリューチェーン（価値連鎖）に沿った、
権利者・事業者・利用者・消費者間の競争観・
協調観の樹立など既存秩序の再構築が求め
られる。第２に、当該３つの重層的な世界観
とその調和バランスの調整機能をはじめ、多
くの役割や重要な機能を果たす NPO（非営利
組織）と PPP（公民協働事業体）など新しい

プレーヤーに対応した権利処理ルールの策
定とそのルールに沿った多様な契約パター
ンなどの権利・契約管理のあり方、そしてそ
れらと関連する振興政策とその政策評価が、
アカウンタビリティや透明性の視角から求
められる。第３に、こうした既存秩序再構築
と権利・契約管理の運営・システム環境の再
整備に対応した、NPO や PPP の協働経営とそ
の運営評価も、アカウンタビリティや透明
性・効果性・安定性間の調和バランスの視角
から求められる。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究課題において、こうした政策・実務
上の課題解決の視点から、映像コンテンツ産

研究種目：基盤研究（Ｃ）（一般） 

研究期間：２００７〜２００８ 

課題番号：１９６１３００８ 

研究課題名（和文）：映像コンテンツのＮＰＯとＰＰＰの権利管理及び関連する振興政策と 

          協働経営の国際比較  

研究課題名（英文）：International Comparison on  Right Administration, related 

           Promotion Policy and Collaboration Management in NPO(Non Profit 

                   Organization) & PPP(Public Private Partnership Enterprise) of Image

          Contents  

研究代表者：立岡 浩（TACHIOKA HIROSHI） 

        花園大学・社会福祉学部・准教授 

      研究者番号４０３０１６５０ 



 2

業における NPO と、NPO・行政・企業・住
民の複数利害関係者の参加による PPP 及び
その支援機関にかかる、権利・契約管理及び
関連する振興政策と協働経営、そしてこれら
の評価システムについて、産業ビジネス観・
文化芸術観・社会エンパワメント観という３
つの世界観及びそれらの調和バランスとを
関係づけながら、理論と実証の両面から総合
的多角的に解明する国際比較研究である。 
 
３．研究の方法 
 
 2007-08 年の２年間にわたって、全体・班
別定例研究会と研究者個々の調査研究を平
行実施した。調査手法は、国内・海外の先進
組織・プロジェクト事例及び有識者・専門家
への聞き取り調査・意見交換、文献資料調査、
法制・学説・実務慣行・標準ルール等の比較
法務調査を行った。 
 
４．研究成果 
 
４・１ 研究の主な成果 
 
４・１・１ 研究の主要な知見の整理 
 
 本研究の主要な知見を、各研究代表・分
担・協力者による知見として整理すると次の
とおりである。1)電子商取引にかかるデジタ
ル著作権における、①複数の公共・非営利ラ
イセンス使用の自己選択登録方式の提案、②
韓国非営利団体の開発による著作権ライセ
ンスモデルと著作権法政策のあり方及び権
利侵害の余地ない旨の示唆；2)NPO による企
業商標改変のパロディ利用に対して、商標権
侵害及び不正競争行為型損害賠償と、表現の
自由との比較考量による調整案の提示；3)キ
ャラクター商品化権の公共・非営利・公民協
働利用の公益調整の際における、著作権法・
その他知的財産権法との交錯関係や、キャラ
クター商品化権団体の非営利事業性への検
討；4)英国の NPO 型 PPP の病院常設映画館と
関連するシネマセラピープログラム等の健
康コンテンツの公民協働経営・知財法務・臨
床アウトカムの学際的検討；5)創造都市の持
続的発展を基軸に据えた、大学系 NPO 型 PPP
による知的財産マネジメントサイクルのモ
デル化;6)イノベーション普及プロセス及び
科学技術に文化芸術を関連づけた、地域活性
化・再生プログラムや沖縄ローカル・コンテ
ンツ及びそのインフラ基盤の振興事例を検
証；7)欧米・アジアの eスポーツ産業におけ
る社会文化的普及の実情と官民協業型支援
の実態把握；8)創造性概念の再解釈を基盤と
した文化生産の協働的コミュニティ形成に
関する理論的整理；9)公共非営利セクターで
有用な映像広告の会話分析によるアナロジ

ー的読解と体験的消費プロセスの解明;10) 
映像系外郭団体と公共非営利系学校・ミュー
ジアムとの協働による児童への映像教育カ
リキュラムの提案：11)日本近代都市の映像
受容と、その観客層及び政治性の映画史的整
理；12)ベトナム伝承文化（伝統的知識）の
保護・管理制度と著作権局・保護団体の公民
実態把握。 
 
４・１・２ 各研究代表・分担・協力者によ 
      る知見 
 
 前述した研究の主要な知見の整理につい
て、さらに詳細すると以下のとおりである。 
 
（1）著作権登録制度の基礎検討 
  ：公私位相の側面を中心に 
 
 無方式で権利が成立する著作物は、侵害に
弱くデジタル時代に対応できないため、本節
において独自の「登録方式」を発案し、米国
政府の著作権登録等による公的方式だけで
なく、私的方式として、電子認証・著作権管
理業務なども併せて行う民間機関や、クリエ
イティブコモンズ・ｄマーク・文化庁などの
自主的仕組みを使ったゆるやかな自己登録
制度に分類・整理するとともに、登録目的・
方法、登録形態別３モデル、登録と保護期間
の関係について明確化し重要点を指摘した。 
  
（2）MYUTA 事件におけるインターネットサー 
  ビスプロバイダーの著作権侵害の成立 
  有無の判断：韓国の非営利団体「情報共 
  有コミュニティ」のライセンスモデルの 
  観点から 
 
 本節では、はじめに、インターネット・サ
ービス・プロバイダー（ISP）とその電子商
取引における最近の日本と韓国の著作権侵
害をめぐる類似の法制・判例と当該判例上に
おける裁判所の判断を比較検討した。次に、
コンテンツをひとつの公共財として捉えて
共有運動を積極的に展開している韓国の非
営利団体「情報共有コミュニティ」のライセ
ンスモデルを全体的に概観し、併せて当該モ
デルを、①許容型、②営利禁止型、③改変禁
止型、④営利禁止及び改変禁止型の４つの個
別モデルに分類・検討し、当該モデルのそれ
ぞれの観点から、情報共有コミュニティ形成
の背景と著作権法政策のあり方を鳥瞰した。
最後に、上記調査結果から識別した法制及び
判例解釈での判断基準を基に、当該ライセン
スモデルにおける利用者の権利侵害の余地
がない旨の法的有効性の可能性が高いとい
うことを検証した。 
 
 (3) 健康コンテンツの公民協働経営・知財 
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   法務・臨床アウトカム：英国の NPO 型 
   PPP の病院常設映画館と関連するシネ 
   マセラピープログラムを中心に 
 
 本節では、映画と健康との接点として、患
者向けの映画無料上映及びシネマセラピー
を展開する、英国の公民協働型・病院常設映
画館を中心に据え、独立型シネマセラピープ
ログラムと対比しながら、協働運営・知的財
産権・臨床アウトカムを重点的にその意義・
現況・展望について法・政策・経営の視角か
ら解明した。結論として、とりわけ運営・地
域資源展開の観点から、1)健康担当省庁非参
加と著名研究開発型病院によるイニシアテ
ィブと、映像産業メインストリーム企業の積
極的参画、及び同種領域ではなく健康・映像
産業間という異種領域の組合せを特色とす
る産官学芸・公民協働の継続；2)各地方に施
設サービス展開していく「地域戦略」、病院
の患者から福祉施設の利用者まで異なる市
場に対象範囲を拡張していく「市場開発」、
同一サービスの顧客対象を子どもから高齢
者まで拡大していく「市場浸透」という３つ
の戦略展開；3)臨床面の科学的根拠データに
基づく、精神保健医療によるメンタルヘルス
改善効果をもたらすシネマセラピー；4)最新
鋭デザインの施設環境；5)患者志向の独創的
な安全管理；6)知的財産権およびコンプライ
アンスを意識した法務管理、が把握された。 
 
（4）都市・コミュニティ再生と知的財産 
   マネジメント―公民協働の都市再生 
 
 本節では、はじめに、学術文化財という概
念規定を用いて、非営利組織が果たす知的財
産の正の外部性について検討を加え、大学を
中核とする非営利組織が非市場的な価値を
含む知的財産としてのコンテンツを生むと
いう潜在的可能性があり、その推進力は、公
的支援をはじめとした社会の支援である、と
いうことを明確にした。次に、上記結果をさ
らに規範的に検討するため、都市再生の観点
から知的財産のあり方を探究し、その結果、
創造都市の持続的発展は、知的財産の蓄積と
マネジメントが公民協働のダイナミクスの
なかで推進されてこそ、確かなものになる、
という点の重要性を明らかにした。 
 
(5) ブランデッド・エンタテインメントの 
  理解過程に関する実証的研究：映像広告 
  の非営利的活用が消費者心理に及ぼす 
  影響について 
 
  近年、映像広告は、デジタル環境の整備を
背景に、企業の営利追求の手段にとどまらず、
映像コンテンツとして享受されたり、NPO 法
人の手でメディア・リテラシーの教材に活用

されたりと、公共的な知的財産の様相を呈し
つつある。本節では、こうした NPO 法人など
公共非営利セクターにも有効的と考えられ
る、ブランデッド・エンタテインメントとし
ての映像広告を対象に、当該広告が体験的に
消費されていく過程を会話分析の手法で解
明し、その結果、映像広告の理解が進むとき
には、隣接対において、発話の重なり、間、
あいづち、割り込みなどとともに、アナロジ
ーの読み解きが進行することが明らかにな
った。すなわち、背景化された映像広告の意
図の解読が進行する瞬間に、言語形式のうえ
に、さまざまな状態変化徴表をともなって、
比喩が生成されるという仮説が検証された。 
 
(6) ｅスポーツの社会文化的普及の実情と 
  官民協業型支援に関する考察 
 
 PC 上で稼働するネットワーク対戦型コン
ピュータゲームの総称である e スポーツは、
アジア室内競技大会等の国際スポーツ大会
の競技種目への採用が相次ぐ中、日本におい
てスポーツとみなされていない「マインドゲ
ーム」の１つである。本節では、こうした e
スポーツにつながる産業及びその政策的振
興の動向を、官民協業型の施策によって、「ス
ポーツ」として育成しつつある韓国を中心に
中国・米国・欧州の動向とあわせ、政策的支
援のあり方を考察した。その結果、各国での
eスポーツの発展は、PCとインターネット接
続環境の汎用プラットホームとしての普及
拡大を背景に、そこから自生してきた競技ゲ
ームの社会文化に、産業・社会が過度の介入
を控え、また組織化の過程で、プロサッカー
発展の支援育成構造に類似する、緩やかな官
民協業型支援策が実施されたことに、各国の
e スポーツ発展要因であることが把握された。 
 
(7) 商標の改変利用：NPO 法人である環境問   
  題を扱う団体の活動の一環として商標 
  等を改変利用する場合の問題解決につ 
  いて 
 
 本節では、日本の環境系 NPO 法人が事業活
動として商標等を改変利用する際の問題解
決を進めるために、商標をパロディ化した表
現が法律上どのような問題となりえるか、ま
た、これが問題化した場合に当該表現形式に
対してどのような保護が考えられるのかと
いうことについて論究したものである。結論
として、当該 NPO 法人による企業商標改変の
パロディ利用に対して、当該企業への商標権
侵害及び不正競争行為型損害賠償が問われ
る一方、当該 NPO 法人のパロディストとして
の憲法上の表現の自由の保障対象となる表
現形式にもなりうることから、最終的には両
者の比較考量による調整による解決が図ら
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れることになろう。 
 
(8) コミック・キャラクターの商品化におけ 
  る法的保護のあり方：公益調整による著 
  作権の効力制限と商品化権管理 
 
 本節では、コミック・キャラクターの商品
化における法的保護のあり方に関して、公益
調整による著作権の効力制限と商品化権管
理について論究したものである。とりわけ、
私権としての著作権を離れたマンガやアニ
メに登場するキャラクター自身の非営利・公
共・公民協働的利用の場合におけるキャラク
ターの商品化問題を、発生源としての著作権
法とその周辺他法との関係のあり方や、キャ
ラクター商品化権管理団体の非営利事業性
との関連についても検討を加えている。これ
らの検討事項は、文化庁が現在検討中の国立
メディア芸術総合センターの創設にからめ
られる問題であり、国際的競争力を持つ産業
分野であるマンガ，アニメのメディア芸術の
保護と並行して結論を出したい問題である。 
 
 (9) 映像コンテンツ系外郭団体と公共・非 
   営利教育機関とのコラボレーション： 
   スキップシティと学校・ミュージアム 
     との協働映像教育を中心に 
 
 本節では、映像コンテンツ系外郭団体と非
営利・公立学校等とのコラボレーション・プ
ログラムの事例研究として、スキップシティ
と学校・ミュージアム間との協働映像教育、
とりわけ映像表現の教育的理論の研究・実践
の展開を取り上げた。はじめに、映像メディ
ア教育の現代までの変遷を辿り、それを踏ま
えて、映像コンテンツ系政府外郭団体・スキ
ップシティが公立・私立学校とミュージアム
などと協働で取り組む映像メディア教育の
実態を、各機関の子どもたちの感想・意見を
通じて比較検討し特徴と課題を整理すると
ともに、それらの調査結果を基に、当該機関
で長期使用に耐えられる段階別の協働映像
教育カリキュラムを提案した。 
 
(10) 文化生産における協働的コミュニティ 
   形成の可能性をめぐって：ロマン主義 
   的「創造性」信仰の役割を中心として 
 
 ロマン主義的な「創造性」への信仰は、「非
現実的」なイデオロギーである一方で、文化
生産に携わる主体が文化生産の場の中で自
らの生産行為を組織し遂行していくことを
可能にするための、自己正当化と他者説得の
ための象徴的な資源としての側面を持って
いる。生産者は自らの「創造性」を演技的に
提示することで、それを資源として動員しう
る。そして「創造性を管理するためのシステ

ム」としての文化産業組織のあり方自体を方
向づけるものとしても「創造性」は機能し、
生産行為が遂行されるコンディションを決
定している。以上のように、今まで真正性の
脱構築という点でのみ関心を持たれていた
概念である文化生産における「創造性」に新
たな視点を与えるという観点から、本節では、
こうした「創造性」への信憑構造という特定
の文化的文脈の共有によって構成されてい
る、「創造者」と「支援員」の相互支援に基
づく協働的な文化生産コミュニティのモデ
ルを、専門化・脱文脈化された状況下の文化
生産と対置させ、文化生産の協働関係のあり
方がどのように文化生産遂行へ影響するの
かについて明らかにした。 
 
（11）ローカルコンテンツとイノベーション 
    及び地域活性化・再生 
 
 イノベーションの普及プロセス及び科学
技術に文化芸術を関連づけた、地域活性化・
再生プログラムや沖縄ローカル・コンテンツ
の振興事例を検証し、コンテンツ・インフラ
基盤である情報通信産業の沖縄エリア集積
に向けた事業評価を試行した。 
 
（12）伝統的知識における保護・管理の公共 
   非営利システム 
 
 ベトナムにおける「伝承文化」の保護・管
理制度について、著作権局と保護団体の取り
組みの実態を把握した。 
 
（13）近代都市における映像コンテンツの 
   受容 
 
 日本近代の都市における映像コンテンツ
の受容と、その観客層および政治性に関する
映画史的考察を行った。 
 
４・１・３ 海外国内フィールド調査・班別 
      研究会・国内セミナー・外国人 
      研究者招聘研究会による知見 
 
（１）同人コンテンツとして、ミニコミ・同
人マンガ等の同人出版物や同人ゲームなど
が営利・非営利の交錯領域として出現しつつ
ある実態がコミックマーケットの調査等に
より認識された。 
（２）ゲーム的テクノロジーを社会における
問題解決に用いている「シリアスゲーム」に
ついて、豊富な実例をもとに、産官学連携を
含めた世界的展開と、そうしたゲームの開発
を取り巻く環境、特色を把握した。 
（３）コナミ等で行われているリハビリテイ
メント等の福祉領域や同人誌的な非営利領
域のゲームなどの展開について、ゲーム産業
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の歴史概略、デジタルエンタテイメントビジ
ネス、知的財産経営、及びセキュリティとの
関連づけながら実情を把握した。 
（４）映画系国際協力団体として、アフガニ
スタンへの市民映画制作支援協力活動とし
て、日本とフランスの団体がわずかながら積
極的に展開している実態を把握した。 
（５）欧州で発展しつつある Art Based 
Research という多角的な芸術系質的調査方
法に基づき、建築・政治・都市計画や、ブラ
ンド・デザイン・ゲームなどのコンテンツに
おける知的財産権等の価値評価で使用可能
であることが把握された。 
（６）スウェーデン・イエテポリ大学・チャ
ルマーズ工科大学・共同知的資産研究センタ
ー、ストックホルム大学企業・産業関係セン
ター、及び英国ボーマス大学知的資産・経営
センターにおける各現況、コンテンツに対応
する公民協働型産学連携の知的財産戦略・活
用、学際的国際研究協力、並びに当該大学知
財センター群でのコンテンツ事業の国際的
動向を把握した。 
 
４・２ 得られた成果の国内外における位置 
    づけとインパクト 
 
４・２・１ 位置づけ 
 
 各研究代表・分担・協力者による知見たる
「4・1・1 研究の主要な知見の整理」と、「4・
1・3 海外国内フィールド調査・班別研究
会・国内セミナー・外国人研究者招聘研究会
による知見」に基づき、得られた成果の国内
外における位置づけを以下のとおり行った。 
 
（１）映像コンテンツ権利管理の原理的総合 
   研究 
 １）知的財産権法関係 
 4・1・1の 1)2)3)4)12)、4・1・3の(3)(5)(6)
が該当する。 
 
（２）映像コンテンツ権利管理の社会エンパ 
   ワメント総合研究 
 １）都市再生・地域活性化関係 
 4・1・1の 4)5)6)7)8)11)12)、4・1・3の
(1)(2)(5)が該当する。 
 ２）人材育成・マーケティング関係 
 4・1・1の 7)9)10)11)12)、4・1・3の
(1)(3)(4)(6)が該当する。 
 
（３）映像コンテンツ権利管理の先端新創造 
   的研究 
 １）上記Ａ・Ｂにおける新研究・分析・モ 
   ジュール方法論と新領域の開発、及び 
   社会分野特化的研究 
 4・1・1の1)4)5)8)9)、4・1・3の(2)(3)(5)(6)
が該当する。 

 
４・２・２ インパクト 
 
（１）世界に類のない本研究課題において、
映像コンテンツ権利管理事業の NPO と PPP
に焦点を当て、その権利型 NPO・PPP の法・
政策・経営のあり方を考究し、併せて非営
利・公民協働やセクター間比較の位相につい
て国際比較を試みたところ、もともと曖昧な
研究方法論及び研究領域論ということもあ
り、精緻な体系化をきちんと構築できたかと
いうことではなかったが、ゲーム・アニメ・
実写映画の領域中心にフレームワーク的な
可視化がある程度できた。 
（２）世界的に未だ手つかずの状態であった
本研究課題において、幾つかの公共・非営利
ライセンスやライセンス登録システムのバ
リエーション・多様性の意義をみいだすこと
ができた。こうした知見から、映像コンテン
ツ権利管理事業のNPOとPPPの実務上での
緊急かつ最重要な実務的課題へある程度対
応し、知的財産立国、市民活動、公共の民間
開放という３点から世界へある程度貢献で
きることが把握された。 
（３）本研究課題において、社会エンパワメ
ント領域の成長に相当する、従来の NPO・
PPP 方法論の拡張や権利管理アプローチの
NPO・PPP での検証がされたことから、社
会エンパワメント観に相当する著作権法制
度の法思潮の創成と他の知的財産権法制度
への波及が近い将来なされるだろう。 
（４）本研究課題は、学問的背景として、意
図していた以上に、多様な学際・学融合領域
への広がりと深みを持ち、相互関連・有機的
連結・整合性もみられ、様々な研究方法論の
使用実態も認識された。今後、本研究で明示
された未来的課題の解決を目指す実務・研究
は、技術革新のスピードに沿って、ますます
拍車がかかって重要度が増していくだろう。 
（５）本研究課題において、今まで射程にな
かった新領域・新モジュール・新方法論が提
案され、実務的観点からある程度検証された。 
 
４・３ 今後の展望 
 
（１）本研究課題には法学・経営学・社会学・
経済学・政策学・環境科学・心理学・芸術デ
ザイン学など学際的な研究者（研究系実務者
含む）が数名参画したが、それぞれの学問分
野間に、非営利及び公民協働の概念が異なっ
ていたり、類似していても研究対象としての
トピックスの重要・必要度合いにかなりの温
度差があったり、元々の研究の蓄積に高低の
あることがわかったことから、今後は、これ
ら学問分野間の共通・差違点を精緻に把握し
てみたい。 
（２）著作権法以外の商標・意匠などの工業
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所有権法では、コンテンツ分野においても公
共性や公私のレベルの研究に留まり、公共・
非営利・公民協働の詳細概念との親和性が今
まであまりないことが把握されたことから、
認識単位のレベルへも詳細に取り組むなど、
深みのある分析モジュールなどさらなる研
究の深化を目指したい。 
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